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（
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イ
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訓
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令
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訓
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訓
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訓
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訓
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訓
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病

院

局

訓

令
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県
男
女
共
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参
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正
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令
　
　
甲

　
　
　
　
　
　
　
議
　
会
　
訓
　
令

　
　
　
　
　
　
　
教
育
委
員
会
訓
令
甲

　
　
　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令

　
　
　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
訓
令

　
　
　
　
　
　
　
監

査

委

員

訓

令

　
　
　
　
　
　
　
警

察

本

部

訓

令

　
　
　
　
　
　
　
労
働
委
員
会
訓
令

　
　
　
　
　
　
　
企

業

局

訓

令

　
　
　
　
　
　
　
病

院

局

訓

令

電
子
計
算
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…
…
…
…
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六

○
規
　
　
　
　
　
則

　

大
分
県
県
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
二
十
二
号

　
　
　
大
分
県
県
有
財
産
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
県
有
財
産
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
第
二
号
中
「
監
査
事
務
局
」
を
「
監
査
委
員
事
務
局
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
（
昭
和
三
十

一
年
大
分
県
規
則
第
十
号
）
」
を
削
る
。　

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

九
州
凸
版
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）



令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

二

大
分
県
報
号
外
（
規
則
・
訓
令
甲
）

　

大
分
県
職
員
宿
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
二
十
三
号

　
　
　
大
分
県
職
員
宿
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
職
員
宿
舎
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
八
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
第
三
号
中
「
監
査
事
務
局
」
を
「
監
査
委
員
事
務
局
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
債
権
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
二
十
四
号

　
　
　
大
分
県
債
権
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
債
権
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
年
大
分
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
四
号
中
「
監
査
事
務
局
」
を
「
監
査
委
員
事
務
局
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
三
項
中
「
そ
の
旨
」
を
「
そ
の
理
由
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
二
十
五
号

　
　
　
大
分
県
予
算
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
予
算
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
大
分
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
監
査
事
務
局
長
」
を
「
監
査
委
員
事
務
局
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
訓
　
　
令
　
　
甲

大
分
県
訓
令
甲
第
八
号

本　
　
　

庁　

　

大
分
県
部
長
会
議
設
置
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
大
分
県
訓
令
甲
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

第
三
条
第
二
項
中
「
監
査
事
務
局
長
」
を
「
監
査
委
員
事
務
局
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
九
号

本　
　
　
　
　

庁　

地　

方　

機　

関　

　

大
分
県
文
書
管
理
規
程
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

別
表
第
一
中

「

芸
術
文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
２
０
１
９
推
進
課

（
芸
文
ス
振)

（
ラ
推
）

」

を

「

芸
術
文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

（
芸
文
ス
振
）

」

に
、

「

人
権
・
同
和
対
策
課

（
人
同
）

」

を

「

人
権
尊
重
・
部
落
差
別
解
消
推
進
課

（
人
尊
）

」

に
、



令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

三

大
分
県
報
号
外
（ 

訓
令
甲
）

「

新
産
業
振
興
室

（
新
産
）

」

を

「

新
産
業
振
興
室

先
端
技
術
挑
戦
室

（
新
産
）

（
先
端
）

」

に
、

「

森
林
整
備
室

（
森
整
）

」

を

「

森
林
整
備
室

全
国
育
樹
祭
推
進
室

（
森
整
）

（
全
育
）

」

に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中

「

人
権
・
同

和

人
権
・
同
和

に
関
す
る
往

復
文
書

､
帳

簿
等
の
文
書

」
を

「

人
権
・
部

落
差
別
解

消

人
権
・
部
落

差
別
解
消
に

関
す
る
往
復

文
書

､
帳
簿

等
の
文
書

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
十
号

本　
　
　
　
　
　

庁　

地　

方　

機　

関　

議

会

事

務

局　

人
事
委
員
会
事
務
局　

監

査

事

務

局　

教　
　

育　
　

庁　

警　

察　

本　

部　

　

職
員
賠
償
責
任
等
審
議
会
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
大
分
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

第
二
条
第
二
号
中
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
」
を
「
第
二
百
四
十
三
条
の
二
の
二
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
第
三
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

八　

監
査
委
員
事
務
局
第
一
課
長

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
十
一
号

知　

事　

部　

局　

議

会

事

務

局　

教　
　

育　
　

庁　

人
事
委
員
会
事
務
局　

労
働
委
員
会
事
務
局　

監

査

事

務

局　

警　

察　

本　

部　

企　
　

業　
　

局　

病　
　

院　
　

局　

　

大
分
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
規
程
（
平
成
二
十
五
年
大
分
県
訓
令
甲
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

別
表
第
一
中
「
監
査
事
務
局
長
」
を
「
監
査
委
員
事
務
局
長
」
に
、
「
防
災
局
防
災
危
機
管
理
監
」
を

「
防
災
局
長
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
の
企
画
振
興
対
策
部
の
項
第
二
号
中
「
及
び
ス
ポ
ー
ツ
施
設
」
を
「
（
大
分
県
立
総
合
文
化
セ

ン
タ
ー
及
び
大
分
県
立
美
術
館
）
」
に
改
め
る
。



令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

四

大
分
県
報
号
外
（ 

訓
令
甲
・
議
会
訓
令
・
教
育
委
訓
令
甲
・
選
管
委
訓
令
・
人

事
委
訓
令
・
監
査
委
訓
令
・
労
働
委
訓
令
・
企
業
局
訓
令
・

病
院
局
訓
令
）

　

別
表
第
三
の
企
画
振
興
対
策
部
の
部
の
芸
術
文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
班
の
項
第
一
号
中
「
文
化
施
設
」
の
下

に
「
（
大
分
県
立
総
合
文
化
セ
ン
タ
ー
及
び
大
分
県
立
美
術
館
）
」
を
加
え
、
同
号
の
号
名
を
削
り
、
同
項

第
二
号
を
削
り
、
同
部
の
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
２
０
１
９
推
進
班
の
項
を
削
り
、
同
表
の
福
祉
保
健

対
策
部
の
部
の
福
祉
保
健
企
画
班
の
項
中
第
十
項
を
削
り
、
第
十
一
号
を
第
十
号
と
し
、
同
班
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

保
護
・
監
査
指

導
室

　

保
護
施
設
等
の
り
患
調
査
及
び
感
染
拡
大
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

　

別
表
第
三
の
商
工
観
光
労
働
対
策
部
の
部
の
商
工
観
光
労
働
企
画
班
の
項
中
第
六
項
を
第
七
項
と
し
、
第

五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

六　

義
援
物
資
及
び
見
舞
物
資
に
関
す
る
こ
と
。

　

別
表
第
三
の
商
工
観
光
労
働
対
策
部
の
部
の
工
業
振
興
班
の
項
第
一
号
の
号
名
を
削
り
、
同
項
第
二
号
を

削
り
、
同
表
の
治
安
対
策
部
の
部
の
生
活
安
全
班
の
項
第
二
号
中
「
及
び
地
域
安
全
協
力
隊
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
訓
　
　
令
　
　
甲

○
議
　
会
　
訓
　
令

○
教
育
委
員
会
訓
令
甲

○
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令

○
人
事
委
員
会
訓
令

○
監

査

委

員

訓

令

○
労
働
委
員
会
訓
令

○
企

業

局

訓

令

○
病

院

局

訓

令

大
分
県
訓
令
甲
第
十
二
号

大
分
県
議
会
訓
令
第
一
号

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
一
号

大
分
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

大
分
県
監
査
委
員
訓
令
第
四
号

大
分
県
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
三
号

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
二
号

知　

事　

部　

局　

議

会

事

務

局　

教　
　

育　
　

庁　

教　

育　

機　

関　

選
挙
管
理
委
員
会　

人
事
委
員
会
事
務
局　

監

査

事

務

局　

労
働
委
員
会
事
務
局　

企　
　

業　
　

局　

病　
　

院　
　

局　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎧

　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号　
　
　
　

⎫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　⎜

　
　
　
　
　
　

大
分
県
議
会
訓
令
第
一
号　
　
　
　
　⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
一
号　

　

大
分
県
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程⎜

平
成
二
十
七
年
大
分
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号　
　⎜

の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　⎜

　
　
　
　
　
　

大
分
県
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号　
　⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎩

　
　
　
　
　
　

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
二
号　
　
　
　

⎭

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大
　

分
　

県
　

知
　

事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大　

分　

県　

議　

会　

議　

長　
　

麻　
　
　

生　
　
　

栄　
　
　

作　

大　

　

分　

　

県　

　

教　

　

育　

　

委　

　

員　

　

会　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

葊　

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大

分

県

代

表

監

査

委

員　
　

首　
　
　

藤　
　
　

博　
　
　

文　

大

分

県

労

働

委

員

会

会

長　
　

深　
　
　

田　
　
　

茂　
　
　

人　

大　

分　

県　

企　

業　

局　

長　
　

岡　
　
　

本　
　
　

天　

津　

男　



令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

五

大
分
県
報
号
外
（ 

訓
令
甲
・
議
会
訓
令
・
教
育
委
訓
令
甲
・
選
管
委
訓
令
・
人

事
委
訓
令
・
監
査
委
訓
令
・
労
働
委
訓
令
・
警
察
本
部
訓

令
・
企
業
局
訓
令
・
病
院
局
訓
令
）

大　

分　

県　

病　

院　

局　

長　
　

田　
　
　

代　
　
　

英　
　
　

哉　

　

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
監
査
事
務
局
」
を
「
監
査
委
員
事
務
局
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
第
一
項
中
「
又
は
」
を
「
及
び
必
要
に
応
じ
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
第
三
号
中
「
持
出
し
」
を
「
持
ち
出
し
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
一
条
第
二
項
中
「
定
期
又
は
」
を
「
定
期
及
び
必
要
に
応
じ
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
持
出
し
」
を
「
持
ち
出
し
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
実
地
調
査
」

を
「
実
地
の
監
査
、
調
査
等
」
に
改
め
る
。

　

第
三
十
七
条
中
「
か
ら
第
三
項
ま
で
」
を
「
、
第
二
項
及
び
第
四
項
」
に
、
「
及
び
」
を
「
並
び
に
」
に

改
め
る
。

　

第
四
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
取
扱
区
域
）

第 
四
十
六
条　

保
護
責
任
者
は
、
特
定
個
人
情
報
等
を
取
り
扱
う
事
務
を
実
施
す
る
区
域
に
つ
い
て
、
事
務

取
扱
担
当
者
以
外
の
者
が
特
定
個
人
情
報
等
を
容
易
に
閲
覧
等
が
で
き
な
い
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
じ
る

も
の
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
七
条
の
改
正
規
定
は
、
戸
籍
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
七
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。

○
訓
　
　
令
　
　
甲

○
議
　
会
　
訓
　
令

○
教
育
委
員
会
訓
令
甲

○
人
事
委
員
会
訓
令

○
労
働
委
員
会
訓
令

○
監

査

委

員

訓

令

○
警

察

本

部

訓

令

○
企

業

局

訓

令

○
病

院

局

訓

令

大
分
県
訓
令
甲
第
十
三
号

大
分
県
議
会
訓
令
第
二
号

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

大
分
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
二
号

大
分
県
労
働
委
員
会
訓
令
第
二
号

大
分
県
監
査
委
員
訓
令
第
五
号

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
二
十
一
号

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
四
号

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
三
号

知

事

部

局　

議

会

事

務

局　

教

育

庁　

人
事
委
員
会
事
務
局　

労
働
委
員
会
事
務
局　

監

査

事

務

局　

警

察

本

部　

企

業

局　

病

院

局　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎧

　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
十
八
号　
　
　
　
　

⎫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　⎜

　
　
　
　
　
　

大
分
県
議
会
訓
令
第
二
号　
　
　
　
　⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
三
号

　

大
分
県
男
女
共
同
参
画
推
進
本
部
設
置
規
程⎜

平
成
十
八
年　

大
分
県
労
働
委
員
会
訓
令
第
二
号　
　⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
監
査
委
員
訓
令
第
三
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　⎜

　
　
　
　
　
　

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
甲
第
十
九
号　⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎩

　
　
　
　
　
　

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
八
号　
　
　
　

⎭
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大　

分　

県　

知　

事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大

分

県

議

会

議

長　
　

麻　
　
　

生　
　
　

栄　
　
　

作　

大　
　

分　
　

県　
　

教　
　

育　
　

委　
　

員　
　

会　

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大
分
県
労
働
委
員
会
会
長　
　

深　
　
　

田　
　
　

茂　
　
　

人　



令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

六

大
分
県
報
号
外
（ 

訓
令
甲
・
議
会
訓
令
・
教
育
委
訓
令
甲
・
選
管
委
訓
令
・
人

事
委
訓
令
・
監
査
委
訓
令
・
警
察
本
部
訓
令
・
労
働
委
訓

令
・
企
業
局
訓
令
・
病
院
局
訓
令
）

大

分

県

代

表

監

査

委

員　
　

首　
　
　

藤　
　
　

博　
　
　

文　

大

分

県

警

察

本

部

長　
　

竹　
　
　

迫　
　
　

宜　
　
　

哉　

大

分

県

企

業

局

長　
　

岡　
　
　

本　
　
　

天　

津　

男　

大

分

県

病

院

局

長　
　

田　
　
　

代　
　
　

英　
　
　

哉　

　

別
表
第
一
中
「
監
査
事
務
局
長
」
を
「
監
査
委
員
事
務
局
長
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
中
「
監
査
事
務
局
第
一
課
長
」
を
「
監
査
委
員
事
務
局
第
一
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

○
訓
　
　
令
　
　
甲

○
議
　
会
　
訓
　
令

○
教
育
委
員
会
訓
令
甲

○
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令

○
人
事
委
員
会
訓
令

○
監

査

委

員

訓

令

○
警

察

本

部

訓

令

○
労
働
委
員
会
訓
令

○
企

業

局

訓

令

○
病

院

局

訓

令

大
分
県
訓
令
甲
第
十
四
号

大
分
県
議
会
訓
令
第
三
号

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
二
号

大
分
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
三
号

大
分
県
監
査
委
員
訓
令
第
六
号

大
分
県
警
察
本
部
訓
令
第
二
十
二
号

大
分
県
労
働
委
員
会
訓
令
第
三
号

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
五
号

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
四
号

知　

事　

部　

局　

議

会

事

務

局　

教　
　

育　
　

庁　

選
挙
管
理
委
員
会　

人
事
委
員
会
事
務
局　

監

査

事

務

局　

警　

察　

本　

部　

労
働
委
員
会
事
務
局　

企　
　

業　
　

局　

病　
　

院　
　

局　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎧

　
　
　
　
　
　

大
分
県
訓
令
甲
第
十
一
号　
　
　
　
　

⎫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　⎜

　
　
　
　
　
　

大
分
県
議
会
訓
令
第
二
号　
　
　
　
　⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
一
号

　

電
子
計
算
機
に
よ
る
事
務
処
理
規
程⎜

昭
和
四
十
七
年
大
分
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号　
　⎜

の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
警
察
訓
令
第
十
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　⎜

　
　
　
　
　
　

大
分
県
地
方
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
企
業
局
訓
令
第
七
百
十
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎩

平
成
十
八
年　

大
分
県
病
院
局
訓
令
第
三
号　
　
　
　

⎭

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

大
　

分
　

県
　

知
　

事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大　

分　

県　

議　

会　

議　

長　
　

麻　
　
　

生　
　
　

栄　
　
　

作　

大　

　

分　

　

県　

　

教　

　

育　

　

委　

　

員　

　

会　

大
分
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　
　

一　
　
　

木　
　
　

俊　
　
　

葊　

大
分
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

石　
　
　

井　
　
　

久　
　
　

子　

大

分

県

代

表

監

査

委

員　
　

首　
　
　

藤　
　
　

博　
　
　

文　

大

分

県

警

察

本

部

長　
　

竹　
　
　

迫　
　
　

宜　
　
　

哉　

大

分

県

労

働

委

員

会

会

長　
　

深　
　
　

田　
　
　

茂　
　
　

人　

大　

分　

県　

企　

業　

局　

長　
　

岡　
　
　

本　
　
　

天　

津　

男　

大　

分　

県　

病　

院　

局　

長　
　

田　
　
　

代　
　
　

英　
　
　

哉　

　

第
四
条
第
一
項
中
「
監
査
事
務
局
長
」
を
「
監
査
委
員
事
務
局
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項



令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

七

大
分
県
報
号
外
（ 

訓
令
甲
・
議
会
訓
令
・
教
育
委
訓
令
甲
・
選
管
委
訓
令
・
人

事
委
訓
令
・
監
査
委
訓
令
・
警
察
本
部
訓
令
・
労
働
委
訓

令
・
企
業
局
訓
令
・
病
院
局
訓
令
）

の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
る
。

　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


